
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

行刑公役務に関する職業倫理規程に係る二〇一〇年
一二月三〇日のデクレ第二〇一〇-一七一一号

フランス刑事立法研究会(訳)

井上, 宜裕
九州大学大学院法学研究院 : 准教授

大貝, 葵
大阪市立大学大学院法学研究科 : 研究生

https://doi.org/10.15017/25413

出版情報：法政研究. 79 (1/2), pp.137-149, 2012-10-16. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



行
刑
公
役
務
に
関
す
る
職
業
倫
理
規
程
に
係
る

二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
〇
日
の
デ
ク
レ
第
二
〇
一
〇

一
七
一
一
号

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
（
訳
）

は
し
が
き

行
刑
公
役
務
に
関
す
る
職
業
倫
理
規
程
に
係
る
二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
〇
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二
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一
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前
文

第
一
編

総
則

第
二
編

行
刑
機
関
職
員
に
関
す
る
諸
規
定

第
一
章

行
刑
機
関
職
員
の
一
般
的
義
務

第
二
章

行
刑
機
関
に
委
託
さ
れ
た
者
と
の
関
係
か
ら
生
じ
る
行
刑
機

関
職
員
の
義
務

第
三
章

階
級
的
上
位
者
及
び
そ
の
権
限
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
官
吏

の
そ
れ
ぞ
れ
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務

第
三
編

行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
に
関
す

る
諸
規
定

第
一
章

司
法
の
手
に
あ
る
者
に
対
す
る
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自

然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
の
義
務

第
二
章

行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
の
関

与
条
件

附
則

宣
誓
の
書
式

は
し
が
き

本
資
料
は
、

行
刑
公
役
務
に
関
す
る
職
業
倫
理
規
程
に
係
る
二

〇
一
〇
年
一
二
月
三
〇
日
の
デ
ク
レ
第
二
〇
一
〇

一
七
一
一
号１

）」

を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
デ
ク
レ
は
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
法
律
第

二
〇
〇
九

一
四
三
六
号
（
行
刑
法２

））
の
成
立
を
受
け
て
、
同
法
律

を
施
行
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
る
、
一
連
の
デ
ク
レ
の
内
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
即
ち
、
右
記
二
〇
〇
九
年
行
刑
法
第
一
一
条
第
二
項
は
、

行
刑
公
役
務
に
関
す
る
職
業
倫
理
規
程
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の

議
を
経
た
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
行
刑
機
関
の
官
吏
、
及
び
、

第
三
条
第
二
項
の
適
用
に
よ
っ
て
資
格
を
付
与
さ
れ
る
公
法
ま
た
は

私
法
上
の
法
人
の
代
理
人
が
遵
守
す
べ
き
諸
規
則
を
定
め
る
」
と
し

て
お
り
、
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
の
が
本
デ
ク
レ
で
あ

る３
）。本

デ
ク
レ
は
、
第
一
編
「
総
則
」、
第
二
編
「
行
刑
機
関
職
員
に
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関
す
る
諸
規
定
」、
及
び
、
第
三
編
「
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自

然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
に
関
す
る
諸
規
定
」
の
三
編
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
行
刑
公
役
務
に
関
す
る
職
業
倫
理
規
程
は
、
行
刑
機

関
職
員
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
Ｄ
二
一
九
条
か
ら
Ｄ
二
二
二
条４

）が

規
定
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
本
デ
ク
レ
は
、
右
記
刑
事
訴
訟
法
の
規

定
を
敷
衍
し
、
内
容
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
た
上
で
、
行
刑
機
関
職
員

の
み
な
ら
ず
、
行
刑
公
役
務
に
関
与
す
る
全
て
の
者
に
適
用
範
囲
を

拡
大
し
て
い
る
。

二
〇
〇
九
年
行
刑
法
を
施
行
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
る
諸
デ
ク
レ

の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
本
デ
ク
レ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

二
〇
〇
九
年
行
刑
法
の
掲
げ
る
被
収
容
者
の
権
利
保
障
の
強
化
を
色

濃
く
反
映
し
て
い
る
。
中
で
も
、
本
デ
ク
レ
に
特
徴
的
な
の
は
、
こ

の
よ
う
な
職
務
倫
理
規
程
の
趣
旨
を
行
刑
公
役
務
に
携
わ
る
全
て
の

機
関
及
び
人
に
徹
底
す
る
た
め
の
措
置
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
即
ち
、
本
デ
ク
レ
の
第
五
条
は
、
本
職
業
倫
理
規
程
の
各

名
宛
人
に
対
す
る
交
付
、
及
び
、
行
刑
施
設
等
へ
の
掲
示
を
定
め
て

お
り
、
既
に
、
本
デ
ク
レ
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
全
て
の
行
刑
施
設
等

に
掲
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
行
刑
公
役
務
の
適
正
さ
を
確
保

す
る
一
方
策
と
し
て
も
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
り
、
わ
が
国
で
行
刑

実
務
の
在
り
方
を
検
討
す
る
際
に
大
い
に
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
本
デ
ク
レ
は
、
刑
法
解
釈
論
的
に
見
て
も
、
非
常
に
興
味

深
い
点
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
本
デ
ク
レ
が
第
二
四
条
で
上
官

の
命
令
に
つ
き
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

法
令
行
為
及
び
正
当
な
官
憲
の
指
令
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
一
八

一
〇
年
刑
法
典
は
、
殺
傷
罪
に
関
す
る
各
則
規
定
で
あ
る
第
三
二
七

条
で
、

法
律
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
、
か
つ
、
正
当
な
官
憲
に
よ
っ

て
指
令
さ
れ
た
、
殺
人
、
傷
害
、
及
び
、
殴
打
は
、
重
罪
に
も
軽
罪

に
も
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
九
四
年
に
施
行
さ
れ
た
新
刑
法
典
は
、
総

則
規
定
で
あ
る
第
一
二
二

四
条
第
一
項
で
、

法
律
ま
た
は
規
則
の

規
定
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
ま
た
は
許
容
さ
れ
る
行
為
を
実
行
す
る
者

は
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
」、
同
条
第
二
項
で
、

正
当
な
官
憲
に

よ
っ
て
指
令
さ
れ
た
行
為
を
実
行
す
る
者
は
、
当
該
行
為
が
明
白
に

違
法
で
な
い
限
り
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
規
定
す
る
に
至
っ

た
。新

刑
法
典
が
、
第
一
二
二

四
条
第
二
項
で
、
違
法
命
令
で
も
そ

の
違
法
性
が
明
白
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
に
従
っ
た
下
位
者
を
不

処
罰
と
し
た
た
め
、
正
当
な
官
憲
の
指
令
の
正
当
化
根
拠
、
及
び
、

違
法
の
明
白
性
の
判
断
基
準
を
め
ぐ
っ
て
、
刑
法
解
釈
論
上
激
し
い

論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
る５

）。

上
官
の
命
令
に
つ
き
、
本
デ
ク
レ
第
二
四
条
は
、
下
位
者
の
上
位
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者
に
対
す
る
服
従
を
原
則
と
し
つ
つ
、
命
令
が
明
ら
か
に
違
法
で
、

か
つ
、
公
の
利
益
を
重
大
に
危
殆
化
し
う
る
場
合
を
服
従
義
務
の
例

外
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
本
デ
ク
レ
第
二
四
条
が
刑
法
第
一
二

二

四
条
第
二
項
の
要
件
を
加
重
し
、
下
位
者
に
よ
る
不
服
従
の
不

処
罰
を
違
法
の
明
白
性
の
み
な
ら
ず
、
公
の
利
益
の
重
大
な
危
殆
化

に
も
か
か
ら
し
め
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

ま
た
、
下
位
者
が
命
令
の
違
法
に
明
白
性
が
あ
る
と
考
え
た
場
合

の
処
理
に
つ
い
て
、
本
デ
ク
レ
第
二
四
条
に
よ
れ
ば
、
下
位
者
は
、

ま
ず
、
違
法
の
意
義
を
明
確
に
し
た
上
で
、
命
令
を
与
え
た
当
局
へ

の
異
議
申
し
立
て
を
し
、
次
に
、
上
位
者
の
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

異
議
申
し
立
て
を
続
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
異
議
申
し
立
て
は
記
録

さ
れ
、
上
位
機
関
（a

u
to
rite

su
p
erieu

re

）
に
報
告
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
デ
ク
レ
第
二
四
条
が
不
服
従
の
際
の
基

本
的
な
手
順
を
明
示
し
、
そ
の
手
順
を
踏
ま
な
い
命
令
実
行
の
拒
否

に
つ
い
て
は
当
事
者
の
責
任
を
問
う
と
し
て
い
る
点
は
非
常
に
興
味

深
い
。

か
く
し
て
、
上
位
者
に
よ
る
違
法
拘
束
命
令
に
関
す
る
本
デ
ク
レ

の
規
定
は
、
わ
が
国
で
刑
法
三
五
条
の
法
的
性
質
を
考
え
る
際
に
参

考
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
正
当
化
と
免
責
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す

る
際
に
も
有
益
な
示
唆
を
も
た
ら
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
本
デ
ク
レ
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
翻
訳
に
当

た
っ
て
は
、
大
貝
葵
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
研
究

生
）

前
文
、
第
一
編
、
第
二
編
第
一
章
・
第
二
章
）、
及
び
、
井
上

宜
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）

第
二
編
第
三
章
、

第
三
編
、
附
則
）
が
分
担
し
て
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会

で
逐
語
的
に
再
検
討
し
つ
つ
、
全
体
の
訳
語
や
表
現
の
統
一
を
図
っ

た
。

（
井
上
宜
裕
）

行
刑
公
役
務
に
関
す
る
職
業
倫
理
規
程
に
係
る
二
〇
一
〇
年
一
二
月

三
〇
日
の
デ
ク
レ
第
二
〇
一
〇

一
七
一
一
号

N
O
R
:
JU
S
K
1021210D

首
相
は
、

国
璽
詔
書
・
司
法
と
自
由
大
臣
の
報
告
に
基
づ
き
、

刑
事
訴
訟
法
典
、

公
務
員
の
権
利
と
義
務
に
係
る
修
正
さ
れ
た
一
九
八
三
年
七
月
一
三

日
の
法
律
第
八
三

六
三
四
号
、
及
び
、
国
家
の
公
的
職
務
に
関
す

る
規
約
上
の
諸
規
定
に
係
る
修
正
さ
れ
た
一
九
八
四
年
一
月
一
一
日

の
法
律
第
八
四

一
六
号
、

二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
行
刑
法
第
二
〇
〇
九

一
四
三
六
号
、

行刑公役務に関する職業倫理規程に係る二〇一〇年一二月三〇日のデクレ第二〇一〇-一七一一号（フランス刑事立法研究会 訳）
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行
刑
機
関
の
外
局
職
員
の
特
別
な
身
分
に
関
す
る
修
正
さ
れ
た
一
九

五
八
年
八
月
六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
八

六
九
六
号
、

行
刑
機
関
の
外
局
公
務
員
の
特
別
な
身
分
に
関
す
る
修
正
さ
れ
た
一

九
六
六
年
一
一
月
二
一
日
の
デ
ク
レ
第
六
六

八
七
四
号
、

刑
事
訴
訟
法
典
第
Ｒ
七
九
条
を
補
完
す
る
、
行
刑
施
設
に
お
い
て
一

定
の
職
務
を
委
託
さ
れ
う
る
者
の
授
権
に
関
す
る
修
正
さ
れ
た
一
九

八
七
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
第
八
七

六
〇
四
号
、

行
刑
機
関
の
長
の
中
央
同
数
専
門
委
員
会
二
〇
一
〇
年
七
月
五
日
の

意
見
書
、

司
法
と
自
由
大
臣
の
省
同
数
専
門
委
員
会
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
九

日
付
の
意
見
書
に
鑑
み
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
（
行
政
部
門
）
の
議
を
経
た
上
で
、

命
令
す
る
。

第
一
編

総
則

第
一
条
｜
行
刑
公
役
務
は
、
刑
事
法
上
の
諸
決
定
の
実
施
に
携
わ
る
。

行
刑
公
役
務
は
、
社
会
の
利
益
、
被
害
者
の
権
利
、
及
び
、
被
拘

禁
者
の
権
利
を
尊
重
し
つ
つ
、
司
法
機
関
に
よ
り
本
役
務
に
委
託

さ
れ
た
者
の
社
会
へ
の
同
化
（in

sertio
n

）
ま
た
は
社
会
復
帰

（rein
sertio

n

）、
再
犯
予
防
、
及
び
、
公
共
の
安
全
に
寄
与
す
る
。

行
刑
公
役
務
は
、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
に
対
す
る
刑
の
個
別
化
、

及
び
、
刑
の
修
正
を
保
障
す
る
よ
う
組
織
さ
れ
る
。

第
二
条
｜
行
刑
機
関
は
、
司
法
機
関
に
よ
り
自
ら
に
委
託
さ
れ
た
者

の
監
督
及
び
社
会
復
帰
へ
携
わ
る
こ
と
で
、
自
由
の
保
障
、
共
和

国
に
お
け
る
諸
制
度
の
保
護
、
公
共
の
秩
序
及
び
国
内
治
安
の
維

持
、
な
ら
び
に
、
人
身
及
び
財
産
の
保
護
に
貢
献
す
る
。

第
三
条
｜
①
行
刑
機
関
は
、
人
間
及
び
市
民
の
権
利
の
宣
言
、
憲
法
、

国
際
条
約
、
特
に
基
本
的
自
由
と
人
権
の
保
障
に
関
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
条
約
、
な
ら
び
に
、
法
律
及
び
規
則
を
尊
重
し
つ
つ
、
自

ら
の
職
務
を
遂
行
す
る
。

②
行
刑
機
関
及
び
そ
の
構
成
員
の
意
義
は
、
司
法
の
決
定
、
及
び
、

委
託
さ
れ
た
司
法
上
の
任
務
を
公
正
か
つ
公
平
に
実
施
す
る
点
、

な
ら
び
に
、
人
格
の
尊
重
及
び
法
規
範
を
遵
守
す
る
点
に
存
す
る
。

第
四
条
｜
職
業
倫
理
に
関
す
る
本
規
程
は
、
以
下
の
者
に
適
用
さ
れ

る
。

一

第
二
編
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
、
右
記
二
〇
〇
九
年
一
一
月

二
四
日
の
法
律
第
一
一
条
に
定
め
ら
れ
る
行
刑
機
関
に
勤
務
す

る
職
員
、
公
務
員
、
及
び
、
非
常
勤
官
吏
。
そ
の
際
、
行
刑
機

資 料
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関
に
勤
務
す
る
右
の
者
に
適
用
さ
れ
る
規
定
が
遵
守
さ
れ
る
。

二

第
八
条
、
第
一
四
条
、
第
二
六
条
、
及
び
、
第
二
九
条
を
除
き
、

同
様
の
条
件
の
下
、
右
記
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
法
律

第
一
七
条
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
、
行
刑
に
携
わ
る
民
間
予
備
員
。

な
お
、
民
間
予
備
員
は
、
自
ら
が
服
す
る
行
刑
規
範
に
関
し
、

行
刑
職
員
と
同
一
と
さ
れ
る
。

三

第
三
編
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
、
授
権
ま
た
は
認
可
に
従
い
、

行
刑
公
役
務
に
貢
献
す
る
自
然
人
、
及
び
、
公
法
上
ま
た
は
私

法
上
の
法
人
の
代
理
人
。

第
五
条
｜
職
業
倫
理
に
関
す
る
本
規
程
は
、
行
刑
機
関
に
よ
り
、
各

名
宛
人
に
個
別
に
交
付
さ
れ
、
行
刑
施
設
及
び
行
刑
担
当
部
局
に

掲
示
さ
れ
る
。
当
該
規
程
は
、
同
様
に
、
司
法
の
手
の
中
に
あ
る

者
に
周
知
さ
れ
る
よ
う
掲
示
さ
れ
る
。

第
六
条
｜
本
規
程
に
定
め
ら
れ
る
義
務
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
違
反
に

関
し
て
、
そ
の
義
務
違
反
者
は
、
懲
戒
処
分
に
付
さ
れ
、
ま
た
は
、

刑
事
訴
訟
法
典
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
、
行
刑
機
関
の
役
務
に

関
与
す
る
資
格
を
は
く
奪
さ
れ
る
。
な
お
、
懲
戒
処
分
及
び
資
格

は
く
奪
に
際
し
て
、
刑
法
に
定
め
ら
れ
る
刑
罰
が
適
用
さ
れ
る
場

合
に
は
、
そ
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

第
二
編

行
刑
機
関
職
員
に
関
す
る
諸
規
定

第
一
章

行
刑
機
関
職
員
の
一
般
的
義
務

第
七
条
｜
行
刑
機
関
職
員
は
、
共
和
国
の
諸
制
度
に
対
し
忠
実
で
あ

る
。
行
刑
機
関
職
員
は
、
無
私
で
あ
り
、
公
平
か
つ
誠
実
で
あ
る
。

行
刑
機
関
職
員
は
、
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
誇
り

を
失
わ
な
い
。

第
八
条
｜
行
刑
機
関
職
員
は
、
一
九
八
三
年
七
月
一
日
の
法
律
第
二

五
条
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
、
委
託
さ
れ
た
任
務
に
対
し
、
職

業
的
活
動
の
全
て
を
捧
げ
る
。

第
九
条
｜
行
刑
機
関
職
員
は
、
施
設
及
び
役
務
の
安
全
な
ら
び
に
そ

の
正
常
な
秩
序
を
害
し
う
る
、
あ
ら
ゆ
る
行
動
、
発
言
、
ま
た
は
、

書
面
の
提
示
を
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
行
刑
公
役

務
に
属
す
る
任
務
の
適
切
な
実
行
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
な
状
況
の
下
で
、
自
ら
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
〇
条
｜
行
刑
機
関
職
員
は
、
法
律
及
び
規
則
に
定
め
ら
れ
た
条

件
の
下
、
職
責
上
の
義
務
に
従
い
、
秘
密
厳
守
義
務
及
び
職
業
上
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の
秘
密
保
持
義
務
（resp

ect d
e la d

iscretio
n et d

u secret
 

p
ro
fessio

n
n
els

）
を
負
う
。

第
一
一
条
｜
行
刑
機
関
職
員
は
、
職
務
遂
行
に
あ
た
り
、
互
い
に
、

尊
重
し
あ
い
、
援
助
し
あ
い
、
協
力
し
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
二
条
｜
行
刑
機
関
職
員
は
、
法
律
及
び
規
程
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
条
件
お
よ
び
制
限
の
下
で
の
み
、
実
力
行
使
を
な
し
う
る
。

第
一
三
条
｜
本
規
程
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
る
不
正
行
為
を
目
撃
し
た
職

員
は
、
そ
の
不
正
行
為
を
中
止
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
、
そ
の
不
正
行
為
を
階
級
的
上
位
者
へ
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
不
正
行
為
が
、
刑
法
上
の
犯
罪
を
構
成

す
る
場
合
に
は
、
職
員
は
、
共
和
国
検
事
に
も
同
様
に
、
当
該
不

正
行
為
を
通
報
す
る
。

第
一
四
条
｜
①
行
刑
機
関
職
員
は
、
行
刑
機
関
へ
の
最
初
の
配
属
に

際
し
、
宣
誓
を
行
う
。
宣
誓
は
、
公
開
の
場
に
お
い
て
、
自
ら
の

配
属
先
を
管
轄
す
る
大
審
裁
判
所
長
ま
た
は
控
訴
院
長
の
面
前
に

て
行
わ
れ
る
。

②
海
外
自
治
区
及
び
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
に
つ
い
て
は
、
宣
誓
は
、

公
開
の
場
に
お
い
て
、
第
一
審
裁
判
所
長
の
面
前
に
て
行
わ
れ
る
。

③
職
業
倫
理
に
関
す
る
本
規
程
が
効
力
を
発
す
る
日
に
、
既
に
行
刑

機
関
へ
配
属
さ
れ
て
い
る
公
務
員
は
、
本
条
第
一
項
ま
た
は
第
二

項
に
規
定
さ
れ
る
条
件
の
下
、
自
己
の
申
請
に
基
づ
き
、
宣
誓
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

④
宣
誓
の
書
式
は
、
本
規
程
の
附
則
に
よ
る
。

第
二
章

行
刑
機
関
に
委
託
さ
れ
た
者
と
の
関
係
か
ら
生
じ
る
行
刑

機
関
職
員
の
義
務

第
一
五
条
｜
行
刑
機
関
職
員
は
、
司
法
機
関
に
よ
り
自
ら
に
委
託
さ

れ
た
者
の
人
格
及
び
権
利
を
絶
対
的
に
尊
重
す
る
。
行
刑
機
関
職

員
は
、
委
託
さ
れ
た
者
に
対
し
、
い
か
な
る
形
態
の
暴
力
及
び
威

嚇
も
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
行
刑
機
関
職
員
は
、
い
か
な
る
差
別

も
し
な
い
。
行
刑
機
関
職
員
は
、
侮
辱
的
呼
称
、
公
的
な
場
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
表
現
、
及
び
、
無
礼
ま
た
は
平
俗
な
言
葉
を
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
。
行
刑
機
関
職
員
は
、
自
ら
の
近
親
者
に
接
す

る
の
と
同
様
の
態
度
を
取
る
。

第
一
六
条
｜
行
刑
機
関
職
員
は
、
自
ら
の
職
務
の
枠
内
で
、
自
ら
に

委
託
さ
れ
た
者
の
生
命
及
び
健
康
の
保
護
を
目
的
と
し
た
あ
ら
ゆ
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る
措
置
を
講
じ
、
と
り
わ
け
、
必
要
に
応
じ
て
、
保
健
衛
生
職
員

の
助
け
を
求
め
る
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
措
置
を
実
施
す
る
。

第
一
七
条
｜
行
刑
機
関
職
員
は
、
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
自

ら
が
引
き
受
け
て
い
る
者
に
対
し
、
自
身
の
模
範
的
態
度
が
、
積

極
的
な
影
響
を
持
ち
、
ま
た
、
尊
敬
の
念
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な

る
よ
う
行
動
し
、
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
八
条
｜
①
自
ら
が
引
き
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
行
刑
機
関
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
情
報
提
供
の
ほ
か
、
行
刑
機
関
職
員
は
、

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
者
の
権
利
及
び
義

務
、
な
ら
び
に
、
各
法
文
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
条
件
に
基
づ

き
、
彼
ら
が
対
象
と
な
り
う
る
制
裁
及
び
措
置
に
つ
き
注
意
を
促

す
義
務
を
負
う
。

②
行
刑
機
関
職
員
は
、
委
託
さ
れ
て
い
る
全
期
間
を
通
じ
、
法
律
と

規
則
の
尊
重
の
下
、
彼
ら
の
権
利
行
使
が
可
能
と
な
る
よ
う
配
慮

す
る
。

第
一
九
条
｜
①
行
刑
機
関
職
員
は
、
個
人
的
な
目
的
で
、
自
ら
に
委

託
さ
れ
て
い
る
者
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
者
た

ち
か
ら
、
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
れ
、
贈
与
及
び
利
益
供
与

を
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
行
刑
機
関
職
員
は
、
自
ら
に
委
託
さ
れ
て
い
る
者
の
利
益
の
た
め

に
、
い
か
な
る
伝
言
も
、
い
か
な
る
任
務
も
自
ら
の
職
務
と
し
て

引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
い
か
な
る
物
品
も
、
サ
ー

ビ
ス
も
売
買
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
行
刑
機
関
職
員
は
、
法
律
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
金
員
、

何
ら
か
の
物
体
ま
た
は
物
質
を
自
ら
に
委
託
さ
れ
て
い
る
者
に
交

付
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
受
領
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。

④
行
刑
機
関
職
員
は
、
各
法
文
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
て
い
な
い
被
拘

禁
者
間
の
連
絡
、
ま
た
は
、
被
拘
禁
者
と
外
部
者
間
の
連
絡
を
許

し
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
容
易
に
し
て
も
な
ら
な
い
。

⑤
行
刑
機
関
職
員
は
、
自
ら
に
委
託
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
こ
れ
ら

の
者
の
防
御
手
段
ま
た
は
弁
護
人
の
選
任
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う

な
働
き
か
け
を
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、
行
っ
て
は
な

ら
な
い
。

第
二
〇
条
｜
①
行
刑
機
関
職
員
は
、
司
法
の
決
定
に
よ
っ
て
、
自
ら

が
所
属
す
る
施
設
も
し
く
は
役
務
の
権
限
、
も
し
く
は
、
そ
れ
ら

の
統
制
下
に
置
か
れ
る
者
、
ま
た
は
、
置
か
れ
て
い
た
者
と
の
間
、

及
び
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
の
両
親
ま
た
は
友
人
と
の
間
で
、
情
を
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知
り
つ
つ
、
役
務
の
必
要
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
え
な
い
関
係
を

維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
行
刑
機
関
職
員
が
、
自
ら
の
所
属
す
る
役
務
な
い
し
は
機
関
に

よ
っ
て
引
き
受
け
る
以
前
に
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
と
前
項
の
関
係

を
有
し
て
い
た
場
合
、
当
該
職
員
は
、
役
務
ま
た
は
施
設
の
責
任

者
に
そ
の
旨
遅
滞
な
く
通
知
す
る
。

（
大
貝
葵
）

第
三
章

階
級
的
上
位
者
及
び
そ
の
権
限
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
官

吏
の
そ
れ
ぞ
れ
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務

第
二
一
条
｜
階
級
的
権
限
を
有
す
る
当
局
は
、
指
揮
及
び
統
率
の
任

務
を
実
行
す
る
。
そ
の
資
格
で
、
当
局
は
、
決
定
を
下
し
、
そ
の

決
定
を
適
用
さ
せ
る
。
そ
の
際
、
当
局
は
、
決
定
を
命
令
の
形
で

示
す
こ
と
と
し
、
そ
の
命
令
は
、
当
該
決
定
を
適
正
に
実
行
す
る

の
に
必
要
と
さ
れ
る
説
明
を
伴
っ
た
、
精
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
二
条
｜
①
階
級
的
権
限
を
有
す
る
当
局
は
、
自
ら
が
与
え
た
命

令
、
そ
の
実
行
、
及
び
、
そ
の
帰
結
に
つ
き
責
任
を
負
う
。
当
局

が
、
自
己
の
代
理
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
下
位
者
に
課
す
場
合
、

当
局
の
責
任
は
完
全
に
存
続
し
、
そ
の
責
任
は
下
位
者
が
そ
の
職

務
及
び
受
け
た
命
令
の
枠
内
で
通
常
実
行
す
る
行
為
に
も
及
ぶ
。

②
官
吏
は
、
階
級
的
権
限
を
有
す
る
当
局
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
命

令
を
誠
実
に
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
官
吏
は
、
自
己
に
委

託
さ
れ
た
任
務
ま
た
は
そ
の
任
務
の
不
履
行
に
つ
き
責
任
を
負
う
。

第
二
三
条
｜
①
当
局
は
、
階
級
的
手
段
（v

o
ie h

iera
rch

iq
u
e

）
に

よ
っ
て
命
令
を
伝
え
る
。
緊
急
の
た
め
こ
の
手
段
に
よ
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
、
そ
の
旨
直
ち
に
中
間
的
階
級
（ech

elo
n
s

 
in
term

ed
ia
ires

）
に
通
知
さ
れ
る
。

②
請
求
の
場
合
を
除
い
て
、
い
か
な
る
命
令
も
、
命
令
者
の
職
務
権

限
に
属
さ
な
い
行
刑
機
関
の
職
員
に
は
与
え
ら
れ
え
な
い
。
但
し
、

規
律
の
一
般
原
則
を
適
用
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
は
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
二
四
条
｜
①
行
刑
機
関
の
全
て
の
官
吏
は
、
階
級
的
上
位
者
の
指

示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
命
令
が
明
ら
か
に
違
法

で
、
か
つ
、
公
の
利
益
を
重
大
に
危
殆
化
し
う
る
場
合
を
除
く
。

官
吏
が
そ
の
よ
う
な
命
令
に
直
面
し
て
い
る
と
考
え
る
場
合
、
そ

の
官
吏
は
、
自
ら
が
当
該
命
令
に
付
与
し
た
違
法
の
意
義
を
明
確

に
示
し
た
上
で
、
そ
の
命
令
を
与
え
た
当
局
に
異
議
を
申
し
立
て
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
命
令
が
維
持
さ
れ
、
か
つ
、
階
級
的
上
位
者
に
よ
っ
て
そ
の
命
令

に
関
し
て
与
え
ら
れ
た
説
明
ま
た
は
解
釈
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官

吏
が
自
己
の
異
議
申
し
立
て
を
固
持
す
る
場
合
、
官
吏
の
異
議
申

し
立
て
は
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
官
吏
の
異
議
申
し
立
て
は
、
上
位
機
関
（a

u
to
rite

su
p
erieu

-

re

）
に
報
告
さ
れ
る
。

④
命
令
実
行
の
拒
否
で
、
右
記
条
件
に
対
応
し
て
い
な
い
も
の
は
全

て
、
当
事
者
の
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
。

第
二
五
条
｜
①
行
刑
機
関
の
全
て
の
職
員
は
、
自
己
の
活
動
、
自
己

が
受
け
た
任
務
の
実
行
に
つ
い
て
、
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

任
務
の
実
行
が
不
可
能
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
遺
漏
ま
た
は

隠
蔽
な
く
、
階
級
的
権
限
を
有
す
る
当
局
に
報
告
す
る
義
務
を
負

う
。

②
勤
務
の
交
替
に
際
し
て
、
行
刑
機
関
に
委
ね
ら
れ
た
人
の
ケ
ア
を

引
き
継
ぐ
官
吏
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
有
益
な
情
報
が
記
録
さ
れ

る
よ
う
配
慮
さ
れ
る
。

第
二
六
条
｜
①
行
刑
機
関
は
、
所
属
す
る
公
務
員
に
対
し
て
、
右
記

二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
法
律
第
一
五
条
に
規
定
さ
れ
る
よ

う
に
、
採
用
時
の
初
任
者
研
修
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
職
に
従
事
し

て
か
ら
継
続
的
研
修
を
組
織
す
る
こ
と
で
、
研
修
義
務
を
充
足
す

る
手
段
を
提
供
す
る
。

②
行
刑
機
関
は
、
と
り
わ
け
、
所
属
す
る
公
務
員
に
対
し
て
、
職
に

従
事
す
る
前
に
、
人
権
保
護
に
関
す
る
国
内
的
、
国
際
的
主
要
原

則
、
及
び
、
職
業
倫
理
に
つ
い
て
の
研
修
を
保
障
す
る
よ
う
配
慮

す
る
。

③
行
刑
機
関
は
、
武
力
及
び
武
器
の
行
使
に
訴
え
う
る
官
吏
に
対
し

て
、
特
別
研
修
を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
。

④
行
刑
機
関
の
職
員
は
、
と
り
わ
け
、
任
務
、
職
務
、
及
び
、
行
刑

実
務
の
進
展
に
鑑
み
、
自
己
の
職
業
的
知
識
を
定
期
的
に
更
新
す

る
義
務
を
負
う
。

第
二
七
条
｜
機
関
は
、
右
記
法
律
第
八
三

六
三
四
号
第
一
一
条
、

及
び
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
法
律
第
一
六
条
に
定
め
ら

れ
た
条
件
の
下
、
行
刑
職
員
及
び
そ
の
近
親
者
に
保
護
を
保
証
す

る
。

第
二
八
条
｜
行
刑
機
関
の
職
員
は
、
団
結
権
を
自
由
に
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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第
二
九
条
｜
行
刑
機
関
の
職
員
は
、
身
分
規
程
に
定
め
ら
れ
た
条
件

の
下
、
表
現
及
び
示
威
の
権
利
を
行
使
す
る
。

第
三
編

行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
に

関
す
る
諸
規
定

第
一
章

司
法
の
手
に
あ
る
者
に
対
す
る
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る

自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
の
義
務

第
三
〇
条
｜
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人

は
、
彼
ら
が
関
与
す
る
、
司
法
の
手
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
第
一

五
条
及
び
第
一
七
条
で
表
明
さ
れ
た
、
絶
対
的
尊
重
、
非
差
別
、

及
び
、
模
範
性
の
原
理
に
適
っ
た
態
度
を
取
る
。
行
刑
公
役
務
に

協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
は
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
に

対
す
る
厳
格
な
公
平
性
の
下
、
ま
た
、
彼
ら
の
職
業
に
適
用
さ
れ

る
職
業
倫
理
規
則
の
尊
重
の
下
、
関
与
す
る
。

第
三
一
条
｜
①
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理

人
が
、
司
法
の
決
定
に
よ
っ
て
彼
ら
の
関
与
す
る
施
設
の
権
限
も

し
く
は
統
制
下
に
置
か
れ
る
者
、
ま
た
は
、
置
か
れ
て
い
た
者
と

の
間
、
及
び
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
の
両
親
ま
た
は
友
人
と
の
間
に
、

彼
ら
の
任
務
の
必
要
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
関
係
を
維
持
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
は
、
司
法

の
決
定
に
よ
っ
て
彼
ら
の
関
与
す
る
施
設
の
権
限
も
し
く
は
統
制

下
に
置
か
れ
る
者
、
ま
た
は
、
置
か
れ
て
い
た
者
を
彼
ら
が
関
与

す
る
施
設
に
よ
っ
て
引
き
受
け
る
以
前
に
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
と

関
係
を
有
し
て
い
た
場
合
、
当
該
施
設
の
責
任
者
に
そ
の
旨
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
二
条
｜
①
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理

人
は
、
個
人
的
な
目
的
で
、
彼
ら
が
関
与
す
る
人
た
ち
を
利
用
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
か
ら
、
い
か
な
る
性
質
の

も
の
で
あ
れ
、
贈
与
及
び
利
益
供
与
を
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に

受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
は
、
金
員
、

何
ら
か
の
物
体
ま
た
は
物
質
を
彼
ら
が
関
与
す
る
人
た
ち
に
交
付

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
か
ら
受
領
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
但
し
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
ま
た
は
、
司
法

の
手
に
あ
る
者
に
対
す
る
彼
ら
の
関
与
の
枠
内
に
入
る
場
合
は
こ

の
限
り
で
な
い
。

③
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
は
、
被
拘
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禁
者
間
、
ま
た
は
、
被
拘
禁
者
と
外
部
の
間
で
の
い
か
な
る
非
合

法
な
任
務
ま
た
は
伝
言
も
許
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
容
易
に
し

て
も
な
ら
な
い
。

第
二
章

行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
の

関
与
条
件

第
三
三
条
｜
①
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理

人
は
、
施
設
の
通
常
の
機
能
、
及
び
、
行
刑
機
関
の
事
務
分
散
さ

れ
た
役
務
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
妨
害
を
差
し
控
え
る
。

②
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人
は
、
施
設

及
び
役
務
の
安
全
、
並
び
に
、
彼
ら
自
身
の
安
全
の
た
め
に
、
機

関
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
指
示
に
従
う
。

第
三
四
条
｜
行
刑
公
役
務
に
協
力
す
る
自
然
人
及
び
法
人
の
代
理
人

は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
合
を
除
い
て
、
施
設
も
し
く

は
役
務
の
安
全
、
ま
た
は
、
彼
ら
が
関
与
す
る
人
た
ち
の
健
康
状

態
、
私
生
活
も
し
く
は
刑
法
上
の
地
位
に
関
す
る
い
か
な
る
情
報

も
漏
洩
し
な
い
。

第
三
五
条
｜
国
璽
証
書
・
司
法
と
自
由
大
臣
、
予
算
・
公
会
計
・
公

務
員
・
国
家
改
革
大
臣
・
政
府
報
道
官
、
及
び
、
予
算
・
公
会
計
・

公
務
員
・
国
家
改
革
大
臣
付
公
務
員
担
当
大
臣
補
佐
は
、
フ
ラ
ン

ス
共
和
国
官
報
に
公
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
本
デ
ク
レ
の
実
行
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
各
自
の
管
轄
に
お
い
て
こ
れ
を
実
行
す
る

責
任
を
負
う
。

二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
〇
日

首
相フ

ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ィ
ヨ
ン

（F
R
A
N
Ç
O
IS F

IL
L
O
N

）

国
璽
証
書
・
司
法
と
自
由
大
臣

ミ
シ
ェ
ル
・
メ
ル
シ
エ

（M
IC
H
E
L
 
M
E
R
C
IE
R

）

予
算
・
公
会
計
・
公
務
員
・
国
家
改
革
大
臣
・
政
府
報
道
官

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
バ
ロ
ワ
ン

（F
R
A
N
Ç
O
IS B

A
R
O
IN

）

予
算
・
公
会
計
・
公
務
員
・
国
家
改
革
大
臣
付
公
務
員
担
当
大
臣
補

佐
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ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ト
ロ
ン

（G
E
O
R
G
E
S T

R
O
N

）

附
則

宣
誓
の
書
式

「
私
は
、
自
ら
の
職
務
を
し
っ
か
り
と
誠
実
に
果
た
し
、
行
刑
公
役

務
に
委
ね
ら
れ
た
人
々
の
人
格
及
び
彼
ら
の
人
権
の
厳
格
な
尊
重
の

下
、
職
務
上
の
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。
私
は
、
法
律

及
び
拝
受
し
た
命
令
に
従
い
、
私
に
付
与
さ
れ
る
権
限
の
正
当
な
行

使
の
み
を
な
す
こ
と
を
約
束
い
た
し
ま
す
。」

（
井
上
宜
裕
）

１
）

JO
R
F
 
n

0303
 
d
u
 
31
 
d
ecem

b
re
 
2010

 
tex

te
 
n

44,

D
ecret n

2010
1711 d

u 30 d
ecem

b
re 2010 p

o
rta
n
t co

d
e d
e

 
d
eo
n
to
lo
g
ie d

u serv
ice p

u
b
lic p

en
iten

tia
ire.

２
）

二
〇
〇
九
年
フ
ラ
ン
ス
行
刑
法
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
末

道
康
之
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
刑
法
の
制
定
と
刑
罰
の
調
整
の
理

念
と
現
実
」
法
学
研
究
八
四
巻
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
四
八
一
頁
以

下
参
照
。

３
）

本
デ
ク
レ
に
関
連
す
る
二
〇
〇
九
年
行
刑
法
の
規
定
と
し
て
は
、

以
下
の
も
の
が
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
行
刑
法
第
一
一
条
第
三
項
「
前

項
の
デ
ク
レ
は
、
行
刑
機
関
の
官
吏
が
宣
誓
す
る
条
件
及
び
宣
誓
の

内
容
を
定
め
る
」。
同
法
第
一
七
条
第
三
項
「
民
間
予
備
員
は
、
行

刑
公
役
務
に
関
す
る
職
業
倫
理
規
程
に
服
す
る
」。

４
）

刑
事
訴
訟
法
第
Ｄ
二
一
九
条
「
①
職
員
を
構
成
す
る
者
は
、
い

か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
被
拘
禁
者
に
対
し
、
自
身
の
模
範
的
態

度
が
積
極
的
影
響
を
持
ち
、
か
つ
、
尊
敬
の
念
を
抱
か
せ
る
よ
う
な

態
様
で
行
動
し
、
自
己
の
任
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②

職
員
を
構
成
す
る
者
は
、
施
設
の
安
全
及
び
正
常
な
秩
序
を
害
し
う

る
あ
ら
ゆ
る
行
動
、
発
言
、
ま
た
は
、
書
面
の
提
示
を
差
し
控
え
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
手
続
の
正
常
な
進
行
を
妨
げ
な
い
よ
う
な
状

況
の
下
で
、
自
己
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
職
員

を
構
成
す
る
者
は
、
必
要
な
場
合
は
常
に
、
相
互
に
援
助
し
、
協
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
第
Ｄ
二
二
〇
条
「
刑
罰
法
規
か
ら
生
じ

る
禁
止
の
他
、
行
刑
機
関
の
事
務
分
散
さ
れ
た
役
務
に
携
わ
る
官
吏
、

及
び
、
行
刑
機
関
に
立
ち
入
る
者
に
は
、
以
下
の
こ
と
が
禁
じ
ら
れ

る
。
一

被
拘
禁
者
に
対
し
て
暴
力
行
為
を
す
る
こ
と
、
二

被
拘

禁
者
に
対
し
て
、
侮
辱
的
呼
称
、
公
的
な
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
表

現
、
ま
た
は
、
無
礼
も
し
く
は
平
俗
な
言
葉
を
用
い
る
こ
と
、
三

共
同
利
用
に
供
す
る
屋
内
の
閉
鎖
的
場
所
、
ま
た
は
、
作
業
場
を
構

成
す
る
場
所
に
お
い
て
喫
煙
す
る
こ
と
、
四

こ
れ
ら
の
施
設
内
へ

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
を
持
ち
込
み
ま
た
は
消
費
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、

そ
こ
で
酩
酊
状
態
を
呈
す
る
こ
と
、
但
し
、
官
吏
の
住
居
及
び
飲
食

サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
場
所
を
除
く
、
五

官
吏
等
の
個
人
的
な
利
益

の
た
め
に
権
限
な
く
被
拘
禁
者
を
利
用
す
る
こ
と
、
六

被
拘
禁
者

ま
た
は
彼
ら
の
た
め
に
行
動
す
る
者
か
ら
何
ら
か
の
贈
与
ま
た
は
利
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益
提
供
を
受
け
る
こ
と
、
七

被
拘
禁
者
ら
の
た
め
に
何
ら
か
の
任

務
を
引
き
受
け
る
こ
と
、
ま
た
は
、
彼
ら
の
利
益
の
た
め
に
何
か
を

売
買
す
る
こ
と
、
八

被
拘
禁
者
間
も
し
く
は
外
部
と
の
非
合
法
な

全
て
の
通
信
伝
達
、
全
て
の
通
信
手
段
、
及
び
、
規
則
に
よ
っ
て
厳

格
に
規
定
さ
れ
た
条
件
及
び
場
合
を
除
い
て
、
何
ら
か
の
物
品
の
あ

ら
ゆ
る
授
与
を
容
認
ま
た
は
黙
認
す
る
こ
と
、
九

被
拘
禁
者
に
対

し
て
、
そ
の
防
御
権
行
使
の
方
法
及
び
弁
護
人
の
選
任
に
直
接
的
ま

た
は
間
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
」、
第
Ｄ

二
二
一
条
「
行
刑
機
関
職
員
及
び
行
刑
機
関
内
で
任
務
を
遂
行
す
る

者
は
、
司
法
の
決
定
に
よ
っ
て
自
ら
が
属
す
る
機
関
も
し
く
は
役
務

の
権
限
も
し
く
は
統
制
下
に
置
か
れ
る
者
ま
た
は
置
か
れ
て
い
た
者

と
の
間
、
及
び
、
彼
ら
の
両
親
ま
た
は
友
人
と
の
間
で
、
彼
ら
の
職

務
の
必
要
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」、
第
Ｄ
二
二
二
条
「
男
性
職
員
は
、
機
関
の
長
の
許
可
に

基
づ
い
て
の
み
女
性
区
画
に
立
ち
入
る
」。

５
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
「
正
当
行
為
と
違
法
の
統
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